
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   白鳥管内でも、不審業者の訪問が度々散見されています。

  不用品を回収してほしい、水道、ガスの点検をしてほしい、そんな時は自ら問い合わ

せ す る と 思 い ま す 。「 無料 査 定、 高 額 買い 取 り 、無 料 点 検」 等 の 訪問 業 者 の言 葉 に 騙さ

れることなく、玄関の鍵を閉めてインターホン越しの対応を心掛けてください。悪徳業

者の中には、逆上して高圧的になったり、無理矢理契約を迫るケースもあるので。注意

 してください。

 ☆ 被害に遭わないためのポイント 

○　極端に安い広告の表示や提案をうのみにするのはやめましょう。 

○　契約をせかされる、次々と高額な作業を提案される場合は、作業を断りましょう。 

○　１人で判断しないで、家族や知人、相談機関へ相談しましょう。 

○　しつこい場合は１１０番をしましょう。 

 

 

 

市原警察署 

電話0436-41-0110 

白鳥駐在所 

電話0436-９６-１０４２

あ なた も一 緒に 市民 の生活 を守 りま せんか。 

〈受付期間〉　 

　令和７年１１月１８日 

　　午前９時 

　～同年１２月２２日 

    午後５時 

〈第１次試験日〉 

（１）教養試験　令和８年１月１７日　 

（２）ＳＰＩ３テストセンター方式 

      令和８年１月６日～同年１月１８日 

 ※試験の詳細は県警ホームページやお問い

 　合わせにてご確認下さい。

管内事件事故発生状況
～令和７年１０月中～

令和７年12月２７日（土）から 

令和８年1月４日（日）まで 

　免許更新や車庫証明などの交

通窓口業務は、受け付けていま

せん。 

 　令和７年１２月２７日（土）から

 　令和８年１月４日（日）まで

に運転免許の有効期間が満了する方につ

 いては

　令和８年１月５日（月） 

まで更新手続が可能となります。

 緊急な事件事故以外の相談･お問い合わせ℡043-227-9110（短縮ダイヤル♯9110）
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